
 

 
 

議案第１０６号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて  

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 甲賀市甲南駅北口駐車場  

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市甲南町深川１９６２番地  

          甲南駅を育てる会  

          代表者 田 中 庄 吾  

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで  

 



議案第１０６号参考資料 

施設名称    甲賀市甲南駅北口駐車場 

 

  所  在  地    甲賀市甲南町深川１６３９番地１ 

  面    積    延面積  １，６９１．５㎡ 

  一般区画：３１台　　優先区画：２台  施設内容  

 

 



施設名：甲賀市甲南駅北口駐車場 

所管課：建設部都市計画課 

 

 

 

 

 

施設全景（東側から・舗装工事前）                   施設全景（南側から・舗装工事前） 

 

  

附帯設備（入口案内看板）   
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議案第１０６号参考資料 

指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

 

（所管課：都市計画課） 

１ 施 設 名 甲賀市甲南駅北口駐車場 

２ 施 設 の 目 的 
 市街地における自動車の駐車秩序を確立し、道路交通の円滑化と鉄道利用を促

進するとともに、市民の利便性に資するため。 

３ 施 設 の 概 要 

（１）施設の名称  甲賀市甲南駅北口駐車場 

（２）所 在 地  甲賀市甲南町深川１６３９番地１ 

（３）施設の目的  甲南駅利用者のための駐車場 

（４）施設の構造  平面駐車場  延面積 １，６９１．５㎡ 

（５）施設の内容  一般区画：３１台   優先区画：２台  

４ 募 集 方 法 非公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１０年３月３１日 （３年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 利用に関する業務 

２ 料金の収受に関する業務 

３ 提案事業 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 清掃業務 

２ 附帯設備保守管理業務 

３ 駐車場内保守管理業務 

４ 管理に関して市長が必要と認める業務 

５ 報告等  

 ３）本施設の経営管理に関する業務 

１ 指定管理期間前準備業務及び基本協定の締結 

２ 業務計画書及び収支計画書の作成 

３ 各年度協定 

４ 業務報告書の提出 

５ 事業評価 

６ 市からの要請への協力 

７ 指定管理期間終了後の引継業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）              ０    円 

（年間指定管理料）                ０    円 

消費税及び地方消費税含む  

８ 

指 定 候 補 者 

（代表者名） 

主たる事務所の 

所在地 

（団体名・代表者名）甲南駅を育てる会  田中庄吾 

（所在地）甲賀市甲南町深川１９６２番地 

（設立年月日、事業概要）令和３年１月設立、駅利用者の増加を図るために、駅前

広場などでのイベント開催や景観整備を実施。 



議案第１０６号参考資料 

 

９ 指定候補者の選定理由 

「甲南駅を育てる会」は駅の利便性と安全性を高め、交通結節点機能の

強化を図るなどして駅を育て、安全で快適なまちづくりを実現していくこと

を目的として発足し、駅利用者の増加を図るために駅前広場でのイベン

ト開催や景観整備に取り組んでおり、設置目的に応じて常に良好な様態

にあるように施設を維持管理し、効率的かつ適正に運用できるほか、市

民の利便性の向上が図れるものと考えられるため、当団体で運営させる

ことが望ましい。 

10 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

倉田 幸夫 その他市長が適当と認める者 元行政職員、施設利用者 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

山本 治広 学識経験を有する者        中小企業診断士 

横川 悦子 その他市長が適当と認める者  元行政職員 

11 選 定 委 員 会 
第４回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年１０月３１日 

12 選 定 基 準 

評価項目 適 不適 

施設の利用者の公平な利用を確保することができる 〇  

施設の効用を最大限に発揮させるものである 〇  

施設の適切な維持及び管理が図られるものである 〇  

施設の管理に係る経費の縮減が図られるものである 〇  

施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能

力を有する 
〇  

13 選 定 結 果 

 

■ 当該施設の指定候補者として適当である。 

 

□ 当該施設の指定候補者として不適である。 

 

【特記事項】 

指定候補者の選定理由を認め、地域組織の自主的な景観整備や環境

美化、地域発展のための様々な活動に期待ができ、施設の適切な維持

及び管理が図られるものであり適当である。 

市は、利用料金収入の目標額が見込めず、収支にマイナスが生じること

が無いよう、利用者の確保に努めること。また、指定管理者と意見交換

や相談など積極的に支援を行うこと。 

  令和６年１０月３１日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         

 



様式第８号 

非公募による指定候補者の選定理由書 

 

施設名称 甲賀市甲南駅北口駐車場 

非公募とする根拠 

【甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例】 

（公募によらない指定候補者の選定等） 

第５条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、第２条の規定による公募によらず指定候補者を選定すること

ができる。 

（４） その他市長が指定施設の適正な運営を確保するために特に

必要と認めるとき。 

非公募とする具体

的理由 

甲南駅北口駐車場は、甲南駅の利用を促進するとともに地域市民

の利便性の向上のために設置された施設であり、当該地域の団体を

指定管理者として指定することにより、設置目的の推進と維持管理

費の節減及び地域住民の公平な利用が図れるものです。 

このことから「甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例」第５条第１項第４号により、非公募により指定管理者

を指定する。 

指定候補者 甲南駅を育てる会  代表者 田中庄吾 

上記指定候補者を

選ぶ理由 

「甲南駅を育てる会」は駅の利便性と安全性を高め、交通結節点

機能の強化を図るなどして駅を育て、安全で快適なまちづくりを実

現していくことを目的として発足し、駅利用者の増加を図るために

駅前広場でのイベント開催や景観整備に取り組んでおり、設置目的

に応じて常に良好な様態にあるように施設を維持管理し、効率的か

つ適正に運用できるほか、市民の利便性の向上が図れるものと考え

られるため、当団体で運営させることが望ましい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲賀市甲南駅北口駐車場に関する指定管理者募集 
 

 

 

管理運営基準書 

（業務仕様書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和６年１０月４日 

甲賀市
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１ 本管理運営基準の位置付け 

本基準書は、甲賀市甲南駅北口駐車場（以下「本施設」という。）で指定

管理者が行う業務の内容及び履行にあたり要求する一定の水準を示すもので

ある。 

 

２ 基本方針 

  本施設は、市街地における自動車の駐車秩序を維持し、道路交通の円滑化

と、市民の利便に資するため設置された駐車場であり、指定管理者は、効率

的かつ効果的に本施設の管理運営を行うものである。 

 

３ 施設の概要 

 甲賀市甲南駅北口駐車場 

 所在地  甲賀市甲南町深川１６３９番地１ 

 竣工  令和７年 

 面積  １，６９１．５㎡ 

 構造等 平面駐車場 

施設内容 一般区画 ３１台 

優先区画 ２台 

 

４ 業務の基準 

１）営業時間及び休業日 

 営業時間  ０：００～２４：００ 

 休業日  年中無休 

２）利用の許可 

指定管理者は、甲賀市駐車場条例（以下「条例」という。）の規定によ

り、利用の許可及び制限を行うことができる。 

３）利用料 

（１）利用料金制の導入 
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本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料金収入は全て指定管

理者の収入とする。 

（２）利用料の設定 

利用料金は、条例の規定により、以下の金額を上限とし、市と指定管

理者の協議において定めるものとする。 

■利用料 

  甲賀市甲南駅北口駐車場 

使用単位 利用料 

１箇月 ３，０００円 

２４時間まで ３００円 

２４時間を超えるときは、その超える

時間について２４時間までごと 
３００円 

（３）減免規定 

条例の規定により、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第４項及び戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）

第４条第１項に定める手帳保持者のうち、重度の肢体不自由者で市長が

認める者は、（２）に定める利用料を半額とする。 

４）その他の留意事項 

（１）災害対応 

１ 体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した

上で、事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、又は

発令されることが予想される場合には、速やかに「警戒態勢」をとり、都

市計画課との円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

２ 被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒態勢をとったときから随時、都市計画課に

対して被害状況等を報告すること。 

３ 応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な

応急措置を執ること。 

（２）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者

へ漏らしてはならない。また、個人情報の管理について「個人情報の保護
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に関する法律（平成１５年法律第５７号）」を遵守し、適正な管理を行い、

遺漏、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（３）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、

第三者へ漏らしてはならない。 

 

５ 関係法令の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、「管理運営基準書（業務

仕様書）」のほか、関係する法令等を遵守すること。 

また、法令等により資格を必要とする業務の場合は、各有資格者を選任す

ること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１）本施設の運営に関する業務 

１ 利用に関する業務 

２ 料金の収受に関する業務 

３ 提案事業 

２）本施設の維持管理に関する業務 

１ 清掃業務 

２ 附帯設備保守管理業務 

３ 駐車場内保守管理業務 

４ 管理に関して市長が必要と認める業務 

５ 報告等  

 ３）本施設の経営管理に関する業務 

１ 指定管理期間前準備業務及び基本協定の締結 

２ 業務計画書及び収支計画書の作成 

３ 各年度協定 

４ 業務報告書の提出 

５ 事業評価 
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６ 市からの要請への協力 

７ 指定管理期間終了後の引継業務 

 

７ 本施設の運営に関する業務 

１）一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実施するにあたり、主に以下の点に

留意した上で、適切な業務の実施に努めること。 

（１）利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努める

こと。 

（２）利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基

づき対応すること。 

（３）利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本業務の質の向上へ

の反映に努めること。 

２）利用に関する業務 

主に以下の点に留意した上で、適切な利用の申請（以下「申請」とい

う。）の受付業務を実施すること。 

（１）本施設を一箇月単位で利用しようとする者に関しては、原則利

用開始日の１５日前までに規定の申請書の提出を受けるものとする。指

定管理者は当該申請書の内容を審査し、支障がないと認めたときには、

規定の許可書を利用しようとする者に対して交付するものとする。 

（２）申請受付の際には、利用しようとする者に関する必要な情報

（利用者、利用期間等）を正確に把握し、利用者台帳等において適正に

管理すること。 

（３）キャンセルや本施設の実際の利用にあたり、利用希望者との間

で可能な限り疑義が生じることのないよう、必要な情報の提供を正確に

行うこと。 

（４）申請は、円滑かつ確実な方法をとること。 

（５）利用しようとする者に対する指定管理者の許可は、特別の理由

がある場合以外は申し込み順によるものとする。 

（６）申請状況等に疑問及び不明な点等があった場合は、必要に応じ

て利用予定者に対して確認を行う等、適切な対応を実施し、不正利用等
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の防止に努め、本施設の有効活用に努めること。 

（７）条例の規定による減免の適用を受けようとする者に関しては、

料金の収受時に、別に定める様式と身体障害者手帳または戦傷病者手帳

の該当ページの写しの提出を受けるものとする。なお、当該書類の提出

時に手帳原本との相違が無いか確認すること。 

３）料金の収受に関する業務 

（１）指定管理者は月極契約者に対して、申し込み時及び毎月２０日

までに翌月分の駐車料金の支払いを求めることとする。支払い方法につ

いては口座振替または持参とする。 

（２）指定管理者は一時利用者に対して、入庫時に駐車料金の支払い

を求めることとする。支払い方法は現金払いとする。 

（３）料金については確実に保管し、盗難等により亡失した場合は、

指定管理者の責任において適切な対応をとること。 

４）提案事業 

指定管理者は、本施設の設置目的を効果的に達成するため、提案事業を

実施することができる。提案事業を実施するに際しては、あらかじめ市と

協議の上、承認を得ることとする。 

提案事業の実施に際しては、指定管理者は本施設を無償で利用すること

ができる。提案事業で得た収入は、当該提案事業経費又は指定管理経費に

充てるものとする。なお、特に本施設の設置目的等にふさわしくないと認

められる内容の提案については、市が当該事業の実施を認めないことがあ

る。 

 

８ 本施設の維持管理に関する業務 

１）清掃業務 

   良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

適切な清掃業務を行うこと。なお、清掃時に発生したゴミ等の廃棄物につ

いては、適切に廃棄処分等の対応を行うこと。また、本清掃業務には、害

虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものとする。 
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２）附帯設備保守管理業務 

   すべての附帯設備が常に正常な機能を保持できるよう、必要な点検及び

清掃を計画的に行うこと。点検により、附帯設備が正常に機能しないこと

が明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこ

と。 

３）駐車場内保守管理業務 

   定期的に警備及び巡回等を実施し、火災や盗難等の未然防止に努め、積

雪の際には安全対策を講じる等、利用者が快適に利用することができるよ

うにすること。 

４）管理に関して市長が必要と認める業務 

  （１）出動業務 

利用者からの連絡等に対して、その内容により現地出動を行い、利用

者に不利益が生じないよう、適切な対応を行うこと。 

  （２）営業の休止等の対応 

甲賀市甲南駅北口駐車場管理規程の規定により、本施設の営業休止等

及び引き取りのない車両等への対応を行うこと。 

５）報告等 

   上記４）に関する業務対応については、対応をとった日から１０日以内

に都市計画課へ協議、報告し、業務の質の向上を図ること。 

 

９ 本施設の経営管理に関する業務 

１）指定期間前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は、指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

１ 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結。 

２ 施設の管理運営上必要な承認・許可等を得るための申請等。 

３ 配置する職員等の確保、職員研修。 

４ その他指定管理業務を実施するための準備。 
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２）業務計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務

計画書及び収支計画書を作成し、市長の承認を得ること。また、各年度中

において当初の計画から変更等が生じる場合には、変更届を作成し、その

内容を市長に提出し、予め承認を得ること。 

３）各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と

次年度の各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議

期間及び協定締結日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するも

のとする。なお、各年度の協定項目は以下のとおりとする。 

１ 経理に関する事項（指定管理委託料等） 

２ その他業務実施上に必要とされる項目等 

４）業務報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した業務報告書を

作成し、速やかに都市計画課に提出しなければならない。 

１ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

２ 施設の利用状況に関する事項 

３ 管理運営に要する経費の支出状況および決算に関する事項 

４ その他、別途市との協定等において定める事項 

５）事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の

要望等を把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、

自己評価を実施することにより、自らの業務能力の向上を図るよう努める

こと。なお、事業評価の結果は都市計画課へ提出するものとし、具体的な

頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行うため、

指定管理者は、定期及び随時評価に関し市の指示に従うものとする。な

お、評価項目等の詳細は、協定にて定めることとする。 

６）市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行・催
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事イベント等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積

極的に協力すること。 

７）指定管理期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく

本施設の業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 

次期指定管理者の指定期間に係る使用許可に伴う利用料金の引継ぎ、及

び施設の利用者台帳等については、遺漏がないよう留意すること。 

 

10 その他の重要事項 

１）光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、

原則として指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の

削減に努めるとともに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならな

い。 

２）修繕 

指定管理者は、対象施設の備品等の劣化、破損等の発見に努めるととも

に、備品等が破損等により正常な機能を発揮できなくなった場合、もしく

は正常な機能を発揮できない可能性が生じた場合、速やかに適切な対処に

努めるとともに、都市計画課に報告を行ない、対処方法等に関し都市計画

課と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり、５万円未満の修繕は指定管理者の

負担とし、その金額が５万円以上の修繕は市が負担することとする。ただ

し、指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とす

る。 

３）保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任保険、市が所有

する動産・不動産に対する保険等のうち、必要な保険に加入すること。 

必要となる各種保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うもの

とする。なお、加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合

は、市がこれを貸与・準備する。 
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４）再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の

全部を一括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、業務計画書に委

託内容等を記載すること。委託業者が決定した場合は、請け負わせた者の

商号又は名称その他必要な事項を都市計画課へ報告すること。 

５）自主事業 

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲で自主事業を実施す

ることができる。自主事業を実施しようとする場合は、予め自主事業に関

する業務計画書を都市計画課に提出し、その承認を受けること。 

自主事業を実施する場合は、指定管理者の責任において実施し、指定管

理施設を使用する場合は、本施設管理条例に基づく使用許可又は甲賀市公

有財産事務取扱規則に基づく行政財産の使用許可を受け、その使用料も指

定管理者が負担すること。 

６）その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、都市

計画課と協議の上、誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあた

ること。 

 

 



 

議案第１０７号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 水口児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１０７号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         

 



　議案第１０７号参考資料

（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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1 

１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１０８号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 綾野児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１０９号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 貴生川児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  

 

 

① 
② 

③ 
全景 
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１０号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 伴谷児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１１号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 伴谷東児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機



議案第１１１号参考資料 

7 

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１２号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 柏木児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１１２号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人



議案第１１２号参考資料 

 

甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 

 

 



議案第１１２号参考資料 

6 

３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１３号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 土山かしきや児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１４号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大野児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

特定非営利活動法人わくわくキッズ 

理事長 宮 治 一 幸 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 
甲賀市水口児童クラブ、綾野児童クラブ、貴生川児童クラブ、伴谷児童クラブ、伴谷東

児童クラブ、柏木児童クラブ、土山かしきや児童クラブ、大野児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ９３３，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １８６，７３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

特定非営利活動法人わくわくキッズ  理事長 宮治 一幸 

滋賀県甲賀市水口町八坂２番１８号 

平成１６年９月１７日設立  児童クラブ運営（水口・土山地域の公設民営児童クラブ） 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
特定非営利活動法人わくわくキッズ 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

特定非営利活動法人わくわく

キッズ 
１７０点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

市は、利用者の更なる利便性を向上させることから、指定管理者へＩＣＴ活用

を推進してください。 

児童および保護者の満足度が高く、子供の安心で安全な居場所づくりに寄

与されており、利用者の公正な利用の確保に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

水口児童クラブ
甲賀市水口町本町一丁目
９番１６号

水口小学校 木造・平屋建 555.18㎡ 160人 専用施設 概ね１４０人

綾野児童クラブ
甲賀市水口町八坂
４番４６号

綾野小学校
①木造・平屋建
②木造・平屋建

①274.27㎡
②224.82㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

貴生川児童クラブ
甲賀市水口町貴生川
５５７番地

貴生川小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①129.99㎡
②157.77㎡
③192.19㎡

140人 専用施設 概ね１４０人

伴谷児童クラブ
甲賀市水口町伴中山
２２２７番地

伴谷小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建

①205.47㎡
②137.75㎡

120人 専用施設 概ね９０人

伴谷東児童クラブ
甲賀市水口町山
５０６０番地

伴谷東小学校
①木造・平屋建
②鉄筋コンクリート造・平屋建

①210.33㎡
②135.70㎡

100人
①専用施設
②学校内施設

概ね９０人

柏木児童クラブ
甲賀市水口町北脇
１２０５番地１

柏木小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・平屋建

①132.39㎡
②107.65㎡

80人 専用施設 概ね８０人

土山かしきや児童クラブ
甲賀市土山町北土山
１４６２番地　　　※１

土山小学校 鉄筋コンクリート造 136.86㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね５０人

大野児童クラブ
甲賀市土山町大野
６２４５番地２

大野小学校 鉄骨造・平屋建 110.00㎡ 30人 専用施設 概ね２５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１５号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 油日児童クラブ 

２ 指定管理者   滋賀県甲賀市甲賀町上野１３２０番地 

油日児童クラブ保護者会 

会長 粂 田 真 一 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 甲賀市油日児童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ３９，９５０，０００円 

（年間指定管理料）   ７，９９０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

油日児童クラブ保護者会  会長 粂田 真一 

滋賀県甲賀市甲賀町上野１３２０番地 

平成１９年４月１日設立   油日児童クラブの運営 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
油日児童クラブ保護者会 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 



議案第１１５号参考資料 

16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

油日児童クラブ保護者会 １６６点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 
職員が児童の健康管理及び安全確保を徹底され、子供の健全育成に寄与

されており、管理を安定して行う規模及び能力に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

油日児童クラブ
甲賀市甲賀町上野
１３２０番地

油日小学校 鉄骨造・平屋建 139.00㎡ 40人 保育施設内 概ね４０人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機



議案第１１５号参考資料 

7 

能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１６号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 大原児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１１６号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 
＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１７号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 佐山児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１１７号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 



議案第１１７号参考資料 

16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１８号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 甲南そまっこ児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１１８号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  

 



議案第１１８号参考資料 

指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１１９号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 甲南わくわく児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  

 

② 

③ 

① 
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 



議案第１１９号参考資料 

9 

（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１２０号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 甲南なかよし児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 



 

議案第１２０号参考資料  

＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  

 



議案第１２０号参考資料 

指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 



議案第１２０号参考資料 

5 

（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１２１号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 小原つばさ児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人



議案第１２１号参考資料 

 

甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１２２号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 雲井くもっこ児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 



 

議案第１２３号 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和６年１１月２８日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 

 

 



 

指定管理者の指定につき議決を求めることについて 

次のように指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 信楽児童クラブ 

２ 指定管理者   東京都豊島区東池袋１－４４－３池袋ＩＳＰタマビル 

労働者協同組合労協センター事業団 

代表理事 平 本 哲 男 

３ 指定期間    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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＜位置図＞ 縮尺１／２５００  

 

＜写真＞  
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指定管理者選定委員会における指定候補者の選定調書 

（所管課：子育て政策課） 

１ 施 設 名 

甲賀市大原児童クラブ、佐山児童クラブ、甲南そまっこ児童クラブ、甲南わくわく児童ク

ラブ、甲南なかよし児童クラブ、小原つばさ児童クラブ、雲井くもっこ児童クラブ、信楽児

童クラブ 

２ 施 設 の 目 的 
保護者が労働などにより、放課後や学校休業日に、家庭で監護を受けられない児童に

対し、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るための施設である。 

３ 施 設 の 概 要 別紙１のとおり 

４ 募 集 方 法 公募 

５ 指 定 期 間 令和７年４月１日 から 令和１２年３月３１日 （５年間） 

６ 管 理 業 務 内 容 

（１）児童クラブ事業の実施に関する業務 

（２）児童クラブの利用の許可に関する業務 

（３）児童クラブの維持管理に関する業務 

（４）児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（５）その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

７ 
指 定 管 理 料 

（参考額） 

（指定管理料限度額）  ７４６，６５０，０００円 

（年間指定管理料）  １４９，３３０，０００円     消費税及び地方消費税含む  

８ 公 募 期 間 令和６年７月１日 から 令和６年８月１６日 （４７日間） 

９ 申 請 者 数         １者 

10 申 請 者 

労働者協同組合労協センター事業団  代表理事 平本 哲男 

東京都豊島区東池袋１－４４－３ 池袋ＩＳＰタマビル 

昭和４８年２月２３日設立  高齢者、児童、障がい者等の福祉事業等 

11 

選 定 委 員 

＊委員長 

(50 音順、敬称略) 

黄瀬 正信 その他市長が適当と認める者 元金融機関、元商工会事務局長 

中嶋 慶喜 学識経験を有する者       社会保険労務士法人 

福山 孝徳 公の施設の利用者       区長会 

前野 沙穂 学識経験を有する者       税理士 

＊望月 善博 その他市長が適当と認める者 元企業役員 

12 選 定 基 準  甲賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項による 

13 選 定 方 式  総合点数方式 

14 
指定管理者の 

候補者 
労働者協同組合労協センター事業団 

15 選 定 委 員 会 
第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 
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16 選 定 結 果 

第３回 指定管理者選定委員会 

開催日 令和６年９月１２日 

 

採点得点表 

申請者 合計得点 合計配点 

労働者協同組合労協センタ

ー事業団 
１７１点 ２００点 

  ※合計得点：委員１人５０点で採点し、委員４人の得点を合計した点数 

  ※選定基準、審査項目、審査結果は別紙のとおり 

17 附 帯 意 見 

施設の管理運営及び職員研修の充実、ＩＣＴ導入による保護者の利便性向

上、子供の想像力を育む自主活動など、管理を安定して行う規模及び能力

に関する項目を評価した。 

  令和６年９月１２日 

甲賀市指定管理者選定委員会  委員長 望月 善博         
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（別紙１）施設の概要
名称 位置 対象学校区 構造 管理面積 定員 施設の種類 児童見込数

大原児童クラブ
甲賀市甲賀町大久保
９２５番地１

大原小学校 鉄骨造・平屋建 530.00㎡ 80人 専用施設 概ね８０人

佐山児童クラブ
甲賀市甲賀町小佐治
２９２２番地

佐山小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①55.47㎡
②161.73㎡

40人
①専用施設
②学校内施設（１
階）

概ね３０人

甲南そまっこ児童クラブ
甲賀市甲南町深川
１８５０番地

甲南第一小学校
①鉄骨造・平屋建
②木造・２階建

①180.00㎡
②428.94㎡

160人 専用施設 概ね１４０人

甲南わくわく児童クラブ
甲賀市甲南町希望ケ丘
三丁目９番地

希望ケ丘小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄骨造・平屋建
③鉄骨造・平屋建

①180.00㎡
②145.88㎡
③123.25㎡

120人 専用施設 概ね１２０人

甲南なかよし児童クラブ
甲賀市甲南町竜法師
１１３７番地

甲南中部小学校、
甲南第二小学校、
甲南第三小学校

①木造・平屋建
②木造・平屋建

①147.50㎡
②142.00㎡

80人 専用施設 概ね８０人

小原つばさ児童クラブ
甲賀市信楽町柞原
８９９番地

小原小学校 木造・平屋建 77.16㎡ 20人 余裕教室（１階） 概ね１５人

雲井くもっこ児童クラブ
甲賀市信楽町牧
８６８番地

雲井小学校 鉄筋コンクリート造・平屋建 283.00㎡ 80人 余裕教室（１階） 概ね３０人

信楽児童クラブ
甲賀市信楽町江田
９６０番地２

信楽小学校
①鉄骨造・平屋建
②鉄筋コンクリート造

①127.50㎡
②87.30㎡

65人
①専用施設
②余裕教室（１階）

概ね４５人
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甲賀市児童クラブ 

指定管理者管理運営基準書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日 

甲賀市 
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１ 本管理基準書の位置付け 

本基準書は、甲賀市児童クラブ条例（平成１８年条例第４８号。以下「児童クラブ条例」

という。）に定める児童クラブ（以下「本施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及

び履行にあたり要求する一定水準を示すものである。 

 

２ 基本方針 

保護者が労働等により、放課後家庭での監護を受けられない小学校６年生までの児童に対

して、集団生活の場を設け、心身の健全な育成を図るため設置される施設である。 

 

３ 施設の概要 

 別紙「児童クラブ施設概要一覧」のとおり 

 

４ 業務の基準 

１） 利用時間 

区分 利用時間 

月曜日から金曜日まで 放課後から午後６時３０分まで 

土曜日 午前８時から午後６時３０分まで 

長期休暇 午前８時から午後６時３０分まで 

振替休日 午前８時から午後６時３０分まで 

備考 振替休日とは学校管理運営規則（平成１６年甲賀市教育委員会規則第１５号）

第３条第２項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。 

 

２） 休業日 

ア） 日曜日 

イ） 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日 

ウ） １２月２９日から翌年１月３日まで 

ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認

を得て休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。 

 

３） 利用の制限 

指定管理者は、児童クラブ条例の規定に従い、利用の許可及び制限を行うことが

できる。 

 

４） 利用料 

（１） 利用料金制度の導入 

 本事業は利用料金制を採用するものとし、利用料収入は全て指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料の設定 

 利用料金は、甲賀市児童クラブ条例第１５条の規定に従い、以下の金額を

上限として、指定管理者が市の承認を得て定めるものとする。 

■利用料金 

利用料区分 月額 

基本利用料 １０，０００円 

土曜日利用加算 ３，０００円 

長期休暇利用加算 

３月 １，５００円 

４月 １，５００円 

７月 ２，０００円 

８月 ６，０００円 

１２月 １，０００円 

１月 １，０００円 

備考 １ 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の

利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■長期休暇利用料（長期休暇の期間のみ利用した場合） 

利用料区分 月額 

長期休暇利用料 

学年始休業日 ４，０００円 

夏季休業日 ２１，０００円 

冬季休業日 ６，０００円 

学年末休業日 ４，０００円 

備考 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

■短期利用料（１月のうち５日までの利用が可能） 

利用料区分 日額 

全 日 ３，３００円 

半 日 ２，０００円 

備考 １ 全日とは、１利用日において利用した時間が５時間を超える場

合をいう。５時間以内は、半日の利用料とする。 

   ２ 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。 

 

５） 減免規定 

指定管理者は、児童クラブ条例及び甲賀市児童クラブ条例施行規則（平成１８年

規則第５９号）（以下「児童クラブ規則」という。）の規定に従い、利用者からの申

請があった場合は、以下の者の利用料を減額又は免除することができる。ただし、

実費負担となるものについては減免の対象とはしない。 

（１）甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成１６年甲賀

市教育委員会告示第１号）（以下「支給要綱」という。）に規定する要保護

者：全額 
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（２）支給要綱に規定する準要保護者：児童１人あたり月額利用料の２分の１ 

（３）児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者：該当する月分の全

額 

（４）前３号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者：市長が定める

額 

 

６） その他留意事項 

（１）安全管理 

①危険箇所の点検 

児童クラブへの来所、保育室内、屋外活動等の安全管理のため、点検リスト

を活用し、指定管理者、支援員、保護者等が協力して定期的に危険箇所の点検

を行うこと。 

②マニュアルの作成 

防犯、防災、保育活動等におけるリスクに応じた対策、また緊急時の連絡先

や連絡手段を記したマニュアルを具備し、緊急時にあわてず対応できるように

日頃から準備すること。 

（２）災害対応 

①体制の構築 

台風、大雨その他震災等の災害に対しては、気象情報等を常に把握した上で、

事前に必要な対策を講じること。また、警報等が発令される、または発令され

ることが予想される場合には、速やかに「警戒体制」をとり、子育て政策課と

の円滑かつ確実な連絡体制をとること。 

②被害状況等の報告 

指定管理者は、前述の警戒体制をとったときから必要に応じて、子育て政策

課に対して被害状況等を報告すること。 

③応急措置等 

指定管理者は、上記災害により被害が発生した場合、速やかに必要な応急措

置を執ること。 

（３）個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第三者へ漏

らしてはならない。また、個人情報の管理について、「個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年５月３０日法律第５７号)」を遵守し、適正な管理を行い、

漏洩、紛失、棄損等のないよう必要な措置を講じなければならない。 

（４）守秘義務の遵守 

指定管理者は、業務上知り得た秘密について、指定期間終了後も含め、第三

者へ漏らしてはならない。 

（５）環境への配慮 

指定管理者業務の遂行にあたっては、甲賀市環境方針に基づき、次のような

環境への配慮に留意しなければならない。 

①施設の管理及び事業の実施について、エコオフィス活動を通じ省エネルギー
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の推進を行い、地球温暖化の防止に努めること。 

②化石エネルギーから自然エネルギーへの転換を図り、資源の保護に努めるこ

と。 

③廃棄物の減量並びにリサイクルを徹底し、事業において廃棄物がでた際は適

正に処理すること。 

④エコマーク商品等の環境に配慮した商品を積極的に利用するなど、環境への

負担の少ないものを選定すること。 

 

５ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、本事業を実施するにあたっては、本管理運営基準書のほか、関係する以下

の法令等を遵守すること。 

ア） 地方自治法 

イ） 児童福祉法 

ウ） 甲賀市児童クラブ条例 

エ） 甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例 

オ） 甲賀市情報公開条例 

カ） 甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び基準に関する基準を定める条例 

キ） その他の関連法規等 

 なお、上記に関する全ての関係施行令・規則についても含むものとし、また本事業を行

うにあたり必要とされるその他の条例及び関係法令についても遵守すること。 

 

６ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者は以下の業務を行うものとする。 

１） 児童クラブ事業の実施に関する業務 

   （１）児童の健康管理及び安全確保 

   （２）遊びの活動への意欲と態度の形成 

（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

（４）児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

   （５）その他児童の健全育成上必要な活動 

 

２） 児童クラブの利用の許可に関する業務 

（１）利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

 

３） 児童クラブの維持管理に関する業務 

（１）建築物保守管理業務 

（２）建築設備保守管理業務 

（３）備品等保守管理業務 

（４）駐車場保守管理業務 

（５）清掃業務 

（６）外構保守管理業務 
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（７）植栽管理業務 

（８）警備業務 

（９）廃棄物処理業務 

 

４） 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

（１）利用料の決定及び徴収に関する業務 

（２）利用料の減免に関する業務 

 

５） その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

 

７ 一般事項 

指定管理者は、本施設の運営業務を実行するにあたり、主に以下の点に留意した上で、適

切な業務の実施に努めること。 

１） 利用者への接遇に際しては、常に公平かつ公正な対応に努めること。 

 

２） 利用者への接遇に際しては、常に相手の立場に立った視点に基づき対応するこ 

と。 

 

３） 利用者の要望や苦情等を積極的に収集し、本事業の質の向上への反映に努めるこ 

と。 

 

８ 児童クラブ事業の実施に関する業務 

１） 安全計画の策定 

   （１）安全計画の策定にあたっては児童クラブごとに次の点について定めるこ 

と。 

①施設・設備の安全点検について 

②職員及び利用者等に対する事業所内外における安全に関する指導について 

③職員への研修及び訓練について 

④その他児童クラブにおける安全に関する事項について 

（２）職員に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的 

   に実施すること。 

（３）保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。 

（４）定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこ 

と。 

 

２） 児童の健康管理及び安全確保 

児童の安全な保育のため、適切な職員を配置し事故のないように安全管理を行い、

利用する児童の健康に注意する。 
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３） 遊びの活動への意欲と態度の形成 

遊びは児童にとって最も自主的かつ不可欠であり、児童にとっての認識や感情、

主体性等の諸能力を培う重要な活動として、児童が遊びに自発的に参加できるよう

に支援を行う。 

 

４） 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成 

児童が集団での遊びを通じて順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや

平等の意味等を身につけ、自他への理解を深めていくために必要となる支援を行う。 

 

５） 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡 

児童のクラブと家庭での活動状況について保護者と連絡を密にし、働く保護者が

子育てに関する事を気軽に相談できる環境を整えること。また、関係機関の情報を

保護者へ提供すること。 

 

６） その他児童の健全育成上必要な活動 

学校及び地域との連携を図り、利用者のニーズに応じた運営を行うこと。 

 

９ 児童クラブの利用の許可に関する業務 

１） 利用者の入所申請及び利用の許可に関する業務 

指定管理者は、児童クラブの利用を希望するものが入所申請を行った場合、条例

第７条に規定する対象児童であるかを審査し、入所の許可又は不許可を決定する。 

 

１０ 児童クラブの維持管理に関する業務 

１） 建築物保守管理業務 

本施設の内・外部及び構造部分に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に

使用することができるよう、主に以下の点に留意した上で、適切な建築物保守管理

業務を実施すること。 

（１）点検は高所等を除き、点検箇所になるべく近い位置から原則として目視及 

   び指触等により行うものとする。 

（２）浮き、ひび割れ等を発見し、落下、転倒などの恐れのあるものについては、 

直ちに立ち入り禁止や簡易な方法により使用上及び安全上支障のない程度 

に応急措置を講じ、子育て政策課と協議の上、さらに適切な措置を執るこ

と。 

（３）劣化を発見した場合には、同様な劣化の発生が予想される箇所を想定し、 

特に注意して点検を行うこと。 

（４）本施設の建物内外の通行等を妨げず、本施設の利用に支障をきたさないこ 

と。 

 

２） 建築設備保守管理業務 

本施設の建築設備（電気・機械・監視制御及び防災設備等）に関して、正常な機
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能を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、以下に示す点に留意した

上で、適切な建築設備保守管理業務として日常点検、定期点検及び法定点検等を実

施するものとする。 

（１）運転・監視 

施設の用途等を考慮した上で、各建築設備を適正な操作に基づき、効率的

に運転・監視を行う。各建築設備の運転中において、点検及び操作その他

使用上の障害となるものがないよう点検を実施し、適切な対応をとること。 

（２）法定点検 

各建築設備に関して、関連法令の定めに従い、必要な法定点検を行うこと。 

点検により、設備が正常に機能しないことが明らかな場合、適宜適切な対 

応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

（３）定期点検 

各建築設備が常に正常な機能を保持するために、各設備系統ごとに定期的

に必要な点検業務を計画的に行うこと。点検により、設備が正常に機能し

ないことが明らかな場合、適宜適切な対応（保守、修理、交換、調整等）

を行うこと。 

（４）劣化等への対応 

劣化等が確認された場合、調査・診断・判定等を行い、必要に応じて適切

な対応（保守、修理、交換、調整等）を行うこと。 

 

３） 備品等保守管理業務 

利用者が本施設を常に快適に利用することができるよう、適切な備品等保守管理

業務を実施すること。 

（１）物品の使用等 

① 物品の使用 

管理運営業務の実施に必要な市所有物品を指定管理者に無償で使用させ

るものとする。 

② 物品の管理 

指定管理者は、使用する市所有物品について、善良な管理者の注意を持

って管理にあたるよう、以下の事務を行うものとする。 

ア） 市所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

市所有物品の数量、使用場所、使用状況等を正確に把握し、備品台帳

等を整備すること。 

イ） 物品取扱責任者の設置 

市所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を設置すること。 

ウ） 報告義務 

市所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められ

る物が生じた場合、市に報告し、その指示があるまで当該物品を適正

に保管すること。市所有物品について、亡失又は損傷があった場合に

は、速やかに市に報告すること。 
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エ） 指定期間終了後の引渡し 

指定管理者が使用した市所有物品については、指定期間終了日に、

その数量及び状況等を市に報告し、返還すること。 

 

４） 駐車場保守管理業務 

本施設前面の駐車場が常に快適に使用することができるよう、以下の点に留意し

た上で、適切な駐車場保守管理業務を実施すること。 

（１）車両及び歩行者の安全を確保するよう、必要に応じて確実な車両誘導整理 

等を行うこと。 

（２）常に駐車場が正常な機能を保持するよう、排水設備や照明設備等も含め、 

必要な点検・清掃等を行い、必要に応じて補修・修繕等を行うこと。 

（３）積雪の際には、速やかに必要な措置を執ること。 

 

５） 清掃業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、日常清掃及び定期清掃等を清掃業務として実施すること。 

また、本清掃業務には、害虫駆除業務等の環境衛生業務の内容も含まれるものと

する。 

（１）業務において使用する用具及び資材等は常に整理整頓に努め、特に人体に 

有害な薬品等を扱う場合には、関係法令に準拠した適切な管理を行うこと。 

（２）清掃業務にあたる者は、勤務時間中は職務に相応しい身なりとすること。 

（３）害虫駆除は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき作業す 

ること。また、駆除作業は専門技術者の指導のもとに行うこと。 

（４）業務に使用する資材、消耗品は、すべて品質保証のあるもの（JIS マーク 

商品等）を用いること。 

（５）本施設内で発生した一般廃棄物及び不燃廃棄物は特定の箇所に適切に集積 

すること。 

 

６） 外構保守管理業務 

本施設の外構に関して、正常な機能を保持し、利用者が快適に使用することがで

きるよう、以下に示す点に留意した上で、適切な外構施設保守管理業務として日常

点検、定期点検及び法定点検等を実施すること。 

（１）外構施設を機能上、安全上また美観上、適切な状態に保持すること。 

（２）部分劣化、破損等について必要に応じた調査・判定等を行い、適宜、補修・ 

修繕等を行うこと。なお、重大な破損、事故等が発生し緊急な対応が必要 

な場合は、適切な応急措置をとること。 

 

７） 植栽管理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な植栽管理業務を実施すること。 
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（１）利用者の安全を確保すると共に景観面も考慮し、適切な時期・方法・回数 

を検討して作業を行うこと。 

（２）枯損木や枯損枝は、早期発見に努めると共に事故の原因となるようなもの 

については速やかに処理を行うこと。 

 

８） 警備業務 

不審者の侵入等を防ぐ等、利用者が本施設を安全かつ快適に利用することができ

るよう、適切に管理を行うこと。 

 

９） 廃棄物処理業務 

本施設が良好な衛生環境を保持し、利用者が快適に使用することができるよう、

以下の点に留意した上で、適切な廃棄物処理業務を実施すること。 

（１）清掃業務において集積した廃棄物を、関係法令等に準じて、適正に処理す 

ること。 

（２）空き缶、空き瓶等の資源廃棄物の処理にあたっては、リサイクルを行い、 

資源の再生化に努めること。 

 

１１ 児童クラブの利用料金の収受に関する業務 

  １） 利用料の決定及び徴収に関する業務 

     指定管理者は利用を許可した者に対し、利用期間の利用料を決定し、通知を行う。 

２） 利用料の減免に関する業務 

児童クラブ条例第１３条に規定する減額及び免除の対象となる者が申請を行った

場合、指定管理者が審査をし、申請者に対して減額及び免除の決定を行う。 

 

１２ その他児童クラブの運営に関して必要となる業務 

１） 指定前準備業務及び基本協定の締結 

指定管理者は指定期間前の業務として以下の業務を行うこと。 

（１）基本協定項目についての市との協議及び基本協定の締結。 

（２）現行の管理運営業務の実施者からの引継ぎ。 

（３）施設の管理運営上に必要な協議、届出等を行い、承認・許可を得ること。 

（４）配置する職員等の確保、職員研修 

（５）その他指定管理者業務を実施するための準備 

 

２） 事業計画書及び収支計画書の作成 

指定管理者は、毎年度、自らの行う業務を実施するに先立ち、年間業務計画書及

び収支計画書を作成し、子育て政策課の承認を得ること。また、各年度中において

当初の計画から変更等が生じる場合には、変更等を作成し、その内容を子育て政策

課に提出し、予め承認を得ること。 
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３） 各年度協定書 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の

各年度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結

日等は、基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の

協定項目は以下のとおりとする。 

（１）経理に関する事項（指定管理者委託料等） 

（２）その他業務実施上に必要とされる項目等 

 

４） 事業報告の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、以下に示す事項を記載した事業報告書を作成し、

速やかに市へ提出しなければならない。 

（１）管理運営業務の実施状況に関する事項 

（２）施設の利用状況に関する事項 

（３）管理運営に要する経費の支出状況及び決算に関する事項 

（４）その他、別途市との協定等において定める事項 

 

５） 文書管理 

指定管理者は、児童クラブの管理運営に係る収入及び支出の状況について、適切

に帳簿に記帳するとともに、適正な管理をするものとする。 

指定管理者は、その管理運営に係る文書を適正に管理するものとする。 

また、これらの関係書類について、市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

指定管理者は、指定期間終了後、その管理運営に係る文書を市又はその後の指定

管理者に引き継がなければならない。 

 

６） 事業評価 

指定管理者は、利用者アンケート等による第三者評価を行い、利用者の要望等を

把握し、管理運営業務に反映させるよう努めるとともに、適宜、自己評価を実施す

ることにより、自らの業務能力の向上を図るよう努めること。なお、事業評価の結

果は市へ提出するものとし、具体的な頻度等については別途協議によるものとする。 

また、市は、指定管理業務に関する定期評価及び随時評価を行なうため、指定管

理者は定期及び随時評価に関し、市の指示に従うものとする。なお、評価項目等の

詳細は、協定にて定めることとする。 

 

７） 市からの要請への協力 

指定管理者は、市が実施又は要請する業務（本施設の現状調査、行催事イベント

等）の指示があった場合には、迅速かつ誠実な対応をとり、積極的に協力すること。 

 

８） 指定管理期間終了後の引継ぎ業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の

業務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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１３ その他の重要事項 

１） 光熱水費等 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則とし

て指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとと

もに、施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

 

２） 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発

見に努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能

を発揮できなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場

合、速やかに適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市

と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、市と指定管理者が事前に協議するものとする。ただし、

指定管理者の責による劣化、破損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 

 

３） 保険等 

指定管理者は、利用者等の事故等に備えた傷害保険及び損害賠償責任保険等必要

な保険に加入すること。火災保険等施設に関する保険については市が加入するもの

とする。 

必要となる各種保険料は、市の支払う指定管理者委託料に含まれるものとするが、

保険料の２分の１については利用者が実費負担し、指定管理者はこれを徴収するこ

と。また、保険等への加入行為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、

加入・申請にあたって、所有者の証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準

備する。 

 

４） 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一

括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、指定管理業務の第三者へ

の委託に係る承認申請書を提出すること。委託業者が決定した場合は、指定管理者

の第三者への委託について（報告）により、請け負わせた者の商号又は名称その他

必要な事項を報告すること。 

 

５） その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、

誠意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 


